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条
例
化
に
よ
り
歯
と
口
腔
の
健

康
に
市
全
体
で
取
り
組
む

市
で
は
「
市
健
康
づ
く
り
計
画
」

に
歯
・
口
腔
の
健
康
に
つ
い
て
目
標
を

掲
げ
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
歯
と
口

腔
の
健
康
づ
く
り
の
重
要
性
を
再
認

識
し
、
市
を
あ
げ
て
よ
り
効
果
的
な

取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
た
め
、
今

回
条
例
を
制
定
し
ま
し
た

本
年
度
中
に
、
具
体
的
な
対
策
や

数
値
目
標
を
定
め
た
行
動
指
針
を
策

定
す
る
ほ
か
、
取
り
組
み
の
状
況
な

ど
も
公
表
し
て
い
く
予
定
で
す
。

条
例
制
定
の
背
景

歯
や
口
の
健
康
は
、
歯
や
口
の
健

康
は
、身
体
的
な
健
康
の
み
な
ら
ず
、

食
べ
る
喜
び
や
人
と
の
会
話
を
楽
し

む
な
ど
精
神
的
、
社
会
的
な
健
康
に

も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
口
腔

（
注
1
）
の
働
き
の
低
下
は
、
最
終

的
に
は
私
た
ち
の
「
生
活
の
質
」
に

も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

ま
た
、
歯
科
疾
患
を
予
防
し
、
口

を
し
っ
か
り
と
働
か
せ
る
こ
と
は
、

高
齢
者
と
な
っ
た
時
の
口
腔
機
能
の

維
持
に
つ
な
が
り
ま
す
。
歯
や
口
の

健
康
は
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し
、
医

療
費
削
減
な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。

生
涯
に
渡
っ
て
歯
や
口
の
健
康
を

保
つ
た
め
に
は
、「
歯
の
喪
失
防
止
」

と
「
口
腔
機
能
の
発
達
・
維
持
・
向

上
」
が
重
要
な
鍵
と
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
歯
や
口
の
健

康
を
推
進
す
る
た
め
、
長
野
県
で
は

平
成
22
年
10
月
に
「
県
歯
科
保
健
推

進
条
例
」
を
、
国
で
は
平
成
23
年
8

月
に
「
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関

す
る
法
律
」
を
施
行
し
ま
し
た
。

安
曇
野
市
の
状
況

市
の
現
状
を
見
る
と
、
平
成
25

年
度
の
12
歳
児
の
一
人
平
均
む
し
歯

数
は
全
国
の
１
・
１
本
よ
り
少
な
い

0
・
7
本
で
、
市
が
取
り
組
む
、
保

育
園
、
幼
稚
園
、
小
中
学
校
（
一
部

実
施
）
で
の
フ
ッ
化
物
（
注
2
）
洗

口
に
よ
る
効
果
が
一
つ
の
要
因
と
し

て
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
平
成
24
年
度
成
人

歯
科
検
診
結
果
に
よ
る
と
、
受
診
者

全
体
の
約
7
割
が
歯
周
病
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
進
行
し

た
歯
周
病
に
か
か
っ
た
人
の
割
合
は
、

40
歳
代
で
約
4
割
、
60
歳
代
で
約
6

割
と
全
国
よ
り
も
高
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
若

年
層
か
ら
の
対
策
が
必
要
で
す
。

さ
ら
に
、
高
齢
者
で
は
、
運
動
機

能
低
下
に
次
い
で
、
口
腔
機
能
が
低

下
し
て
い
る
人
が
多
い
状
況
で
す
。

前
期
高
齢
者
（
65
歳
か
ら
74
歳
ま

で
）
で
は
口
腔
機
能
が
低
下
し
て
い

る
人
が
一
番
多
く
、
体
よ
り
口
の
機

能
低
下
が
先
に
現
れ
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。

特
集
◎
健
康
は
「
健
口こ
う

」
か
ら

歯
科
口こ

う
く
う腔
保
健
条
例
が
施
行

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
歯
や
口
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
県
内
の
市
町

村
で
初
と
な
る
「
歯
科
口
腔
保
健
条
例
」
を
9
月
30
日
か
ら
施
行
し
、
取
り
組
み
を
始
め

ま
し
た
。
今
月
号
で
は
条
例
の
基
本
的
な
考
え
方
や
、
地
域
で
歯
や
口
の
健
康
づ
く
り
に

取
り
組
む
市
民
の
皆
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

むし歯予防のためのフッ化物塗布

条例の基本的な考え方

歯と口腔の健康づくりについて基本的な事項を定め、
施策を進め、健康長寿の確立を目指します。

市民の皆さんは
歯と口腔の健康を維持するために、日常生活で自ら

歯と口腔の健康づくりに取り組みます。
市や保健医療関係者などは

生涯にわたり地域で適切な歯と口腔の保健医療サー
ビスを受けることができるよう、環境整備の推進を図
ります。

市民一人ひとりの健康で充実した
生活を目指して

市長 宮澤宗弘

市では、重点施策の一つとして ｢健
康長寿のまちづくり｣ を掲げてきまし
た。その取り組みの一つとして、今回、
県下の市町村では初となる「歯科口腔
保健条例」を制定しました。

この条例では、市民一人ひとりの健
康長寿に向け、歯と口の健康に関心を
持っていただくとともに、市民や行政、
関係機関が協力して歯と口の健康づく
りを推進していくことを定めています。

歯や口の健康は、楽しく食べたり話
したりするためだけでなく、最近では、
全身の健康に深く関わっていることが
分かってきています。

市では、乳幼児から高齢者まで、市
民一人ひとりがいつまでも生き生きと
した生活を送ることができるよう、健
康づくり事業を展開しています。

健康長寿のまちづくりの実現を目指
し、この条例制定を機に、歯科医師会
など関係する皆さんのご協力をいただ
きながら、市民の皆さんと、より一層
の歯科保健事業の推進を図っていきま
す。

特集◎健康は「健口」から

市
国や県など連携し
必要な施策の策定
と実施をします

保健医療関係等
歯科口腔保健の推進
と活動へ協力するよ
う努めます

事業者
従業員の歯科口腔
保健の取り組みへ
の支援に努めます

市　民
歯科口腔保健の知
識と理解を深め、
歯と口の健康づく
りに積極的に取り
組みます

歯と口腔の健康
づくりを通じた
健康長寿のまち
づくりの実現

注
１口

か
ら
の
ど
ま
で
の
空
洞
部
分
。
口
の
中
。

注
２む

し
歯
を
予
防
す
る
効
果
が
あ
る
。
使

用
方
法
と
し
て
洗
口
（
う
が
い
）
や
歯
に

塗
布
（
塗
り
つ
け
る
）
が
あ
る
。


